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１.計画の策定にあたって 

 
【計画の趣旨】 

 近年、社会経済情勢の変化に伴う子育て世代の所得減少や社会的孤立の拡大

などにより、貧困の状態にある子どもや、その世帯の問題が深刻化しています。 

 厚生労働省が実施した平成 30 年度の「国民生活基礎調査」によると、我が国

における子どもの貧困率は 13.5%であり、過去最悪であった平成 24 年の 16.3%

からは回復傾向にあるものの、依然として厳しい状況で推移していることから、

子どもの健全な育成のためには、国を挙げて総合的な貧困対策を推進する必要

があります。 

 子どもたちが、健やかに逞しく希望に向かって成長し、この地域の将来を担っ

ていくことが市民の願いです。子どもが持つ将来の可能性は、家庭が抱える様々

な問題があっても努力により乗り越えていけるよう、地域社会で支えていくこ

とが大切です。 

「子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることのないよう、また

貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均

等を図る」とした国の理念を受け、子どもたちと子育て家庭のそれぞれに視点を

置き、接点や関連を持つ市民、各種団体、事業者、行政機関等が相互に連携・協

力しながら、必要な支援を届けるとともに施策の充実を図っていくことを目的

に、骨子計画となる『北秋田市子どもの輝き応援計画』を「北秋田市地域福祉計

画・地域福祉活動計画」並びに「北秋田市子ども・子育て支援事業計画」を補完

する位置づけとし、策定するものです。 

 

【計画策定の背景】 

絶対的貧困と相対的貧困 

 貧困には二種類の定義があります。 

 一つは「絶対的貧困」です。これは、生命を維持するために最低限必要な衣食

住が満ち足りていない状態のことを指します。 

 もう一つは「相対的貧困」です。これはその地域や社会において「普通」とさ

れる生活を享受することが出来ない状態のことを指します。この場合は、「貧困」

であるか否かは、その人が生きている社会の「普通の生活」との比較によって相

対的に判断されます。「貧困」の基準が、その人が生きている国、地域、時代等
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によって変化することが「絶対的貧困」との一番の違いです。国民全員の所得を

高い順に並べた場合の真ん中にあたる額を中央値として、この額の半分以下の

所得の人が相対的貧困となります。 

計画に関する用語 

・「可処分所得」とは、収入から税金、社会保険料等を除いたいわゆる手取り収

入のことです。 

・「等価可処分所得」とは、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割ったもの。

世帯人員の違いを調整するため、世帯人員の平方根で割る方法がとられてい

ます。 

・「子どもの貧困率」とは、17 歳以下の子ども全体に占める、等価可処分所得が

貧困線に満たない 17 歳以下の子どもの割合をいいます。 

・「子どもがいる現役世帯の貧困率」とは、現役世帯に属する世帯員全体に占め

る、等価可処分所得が貧困に満たない世帯の世帯員の割合をいいます。 

・「貧困線」とは、全ての世帯人員を等価可処分所得の低い順に並べた場合の中

央値の半分の額をいいます。 

・「相対的貧困率」とは、国民生活基礎調査において、一定基準（貧困線）を下

回る等価可処分所得しか得ていない人の割合をいいます。 

 

（１）日本の相対的貧困の現状 

 我が国における相対的貧困率は「国民生活基礎調査」に基づく算出値（全国値）

が用いられており、平成 30 年の貧困線は 127 万円（H27 は 122 万円）となっ

ています。 

 全国値として、子どもの貧困率が 13.5%（H24 は 16.3%、H27 は 13.9%）で

あるのに対し、子どものいる現役世帯のうち、大人一人の世帯の相対的貧困率は

48.1%（H24 は 54.6%、H27 は 50.8%）となっています。 

※国民生活基礎調査によるデータ等は、５.【資料】P22～に掲載しています。 

 

（２）貧困率の上昇と国における子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行 

 社会情勢の変化にともなう子育て世帯の所得の減少や、社会的孤立などで貧

困状態にある子どもの増加傾向が懸念されています。 

 国によると日本の子どもの貧困率は、平成 24 年に 16.3%とこれまでの「国民

生活基礎調査」における最も高い数値となりました。 
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この状況を受け、国では貧困の連鎖によって子どもたちの将来が閉ざされる

ことを防ぐため、平成 26 年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を

施行しました。 

 

（３）国における子どもの貧困対策の取組 

 平成 26 年８月には、子どもの貧困対策についての基本的な方針を定めた「子

供の貧困対策に関する大綱」が策定され、教育の支援、生活の支援、保護者に対

する就労の支援・経済的支援を重点施策にした今後の基本的な方針が示されま

した。 

 

（４）県における子どもの貧困対策の取組 

 こうした国の動きを受けて、秋田県においても平成 28 年３月に「秋田県子ど

もの貧困対策推進計画」が策定されました。 

 秋田県では、『手を伸ばせばすぐ届くところに、いつでも、子どもたちを見守

る目と支えようとする人の輪（和）があり、すべての子どもたちが夢と希望を持

って成長することができる地域社会の実現』を目指し、教育の支援、生活の支援、

保護者に対する就労の支援・経済的支援の４項目を重点に、総合的な子どもの貧

困対策に取り組んでいくこととしています。 

 

（５）北秋田市における子どもの貧困対策 

 当市においても、国や県の貧困対策の取組を踏まえ、困難な環境にある子ども

と家庭への必要な支援・援助など、取組の方針となる骨子計画『北秋田市子ども

の輝き応援計画』を策定するものです。 
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【計画の位置づけ】 

 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、地方公共団体には「教育

の支援」（第 10 条）、「生活の支援」（第 11 条）、「保護者に対する就労の支援」

（第 12 条）、経済的支援（第 13 条）について必要な施策を講じることが求めら

れており、本計画はこれらの各施策についての骨子となるものです。 

 また、当市の最上位計画である「第２次北秋田市総合計画」や福祉・教育の各

種計画等との整合性を図りながら、「北秋田市地域福祉計画・地域福祉活動計画」

並びに子ども・子育て支援法に基づく「北秋田市子ども・子育て支援事業計画」

を補完する位置づけとしています。 

 

【計画の期間等】 
 本計画は令和３年度から令和７年度までの５年間を計画の期間とします。 

 なお、社会情勢や法整備の状況、情報や意見等を取り入れる必要が生じた場合

は、適宜アンケート調査やパブリックコメント等を実施するなど、計画期間内に

おいても柔軟に見直しを行います。 

 

 

２.計画の基本的な方向性 

 

【基本的な考え方】 
 国では「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の制定後、「子供の貧困に関

する大綱」を策定し、 

  日本の将来を担う子供たちは国の一番の宝である。貧困は、子供たちの 

 生活や成長に様々な影響を及ぼすが、その責任は子供たちにはない。 

  子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、 

 また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教 

 育の機会均等を図る子供の貧困対策は極めて重要である。 

  そうした子供の貧困対策の意義を踏まえ、全ての子供たちが夢と希望を 

 持って成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推 

 進する。 

 としています。 
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 この地域に生まれ、将来を担う子どもたちが、それぞれの生まれ育った環境に

よって、夢や希望をあきらめることがないように、本計画では第一の視点を『子

どもたち』に置きます。 

 子どもたちが、自ら選択しチャレンジする意欲を大切にし、必要な教育や体験

などの機会を確保できるよう施策の充実を図るとともに、子ども同士や家庭・学

校・地域との関わりの中で、夢と希望に満ちた未来に向かって健やかに育つよう、

地域が一体となって成長を見守り、応援していきます。 

 また、子どもの成長を支える家庭が、その努力のみでは解決できない課題によ

って、子どもの夢をあきらめさせることがないよう、第二の視点を『子育て家庭』

に置きます。 

 子育て家庭が、それぞれの課題を乗り越え、子どもの成長を支える基盤を確保

できるよう施策の充実を図るとともに、子育てや成長に喜びと生きがいを感じ

ながら暮らせるよう妊娠・出産から子育てまで切れ目なく支援・応援します。 

 本計画では、この二つの視点を基本に、課題や成果などの分析・確認を行い、

取組内容の修正や新規事業の検討を行うとともに、計画の推進にあたっては、多

様な機関や団体等が連携し、効率的かつ効果的な支援につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

３.施策の展開 

 
【基本施策】 

 当市においては、計画の趣旨と基本的な考え方に基づき、以下の３項目を基本

施策として取り組んでいきます。 

 

〈基本施策１：教育の支援〉 

 全ての子どもたちが社会の一員として豊かな人生を実現するためには、能力や

可能性を最大限に伸ばし、それぞれの夢や希望に挑戦できるようにすることが重

要です。 

 学ぶ意欲と能力を高めることの大切さについて、子どもたち自身が理解してい

くためにも、質の高い教育の確保や学習環境の整備を進めるとともに、自らが相

談や助けを求められる人や機関を教示するなど、子どもの健全な成長が家庭の状

況に左右されることのないよう、総合的な教育支援を推進していきます。 

 

 ①多様な幼児教育・保育環境の整備  

 ◆延長保育 ： 福祉課こども福祉係 

  保護者の就労形態の多様化や急用などにより、通常の保育時間を超えた保

育が必要となる場合に延長保育事業を行っています。（幼保連型認定こども園、

ほか市内 10 保育園） 

 ◆一時預かり ： 福祉課こども福祉係 

  保護者が仕事や地域活動等のため、一時的に保育ができなくなった（事情に

より一時的な保育を必要とする）場合に、家庭保育の育児負担の軽減を図るた

め、一時預かり事業を行っています。（幼稚園型：幼保連携型認定こども園 余

裕活用型：市内６保育園） 

 

 ◆病児保育 ： 福祉課こども福祉係 

  子どもが病気（病後、体調不良）の時でも仕事を休めなかったり、直ぐには

迎えに来られない場合に、専用スペースで安静に預かることにより、保護者の

子育てと就労の両立を支援する病児保育事業を行っています。（病後児対応

型：子育てサポートハウス 体調不良児対応型：幼保連携型認定こども園、ほ

か市内８保育園） 
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 ◆障がい児保育 ： 福祉課こども福祉係 

  心身の発達の遅れにより、集団生活の中でサポートが必要な子どもの処遇

向上を図るため、担当保育士の加配などを実施する障がい児保育事業を行っ

ています。（幼保連携型認定こども園、ほか市内 10 保育園） 

 

 ◆地域子育て支援センター ： 福祉課こども福祉係 

  乳幼児や未就園児の親子が、家庭とは違った環境でゆっくりと遊んだり、情

報の交換、子育ての悩み相談や質問を気軽にできるつどいの広場など、自由に

集い過ごせる場を提供するとともに、定期的なイベントや子育て講座などを

実施する地域子育て支援拠点事業を行っています。 

（子育てサポートハウス、幼保連携型認定こども園、ほか私立２保育園） 

 

 ◆子育てサポートハウス ： 福祉課こども福祉係 

  地域子育て支援センター事業のほかに、病児保育事業（病後児）と一時預か

り事業を年中無休体制で実施しています。 

（子育てサポートハウスわんぱぁく：北秋田市社会福祉協議会に管理運営委託） 

 

 

 

 ②就学・教育支援の推進  

 ◆不登校児童生徒対策事業 ： 教育委員会・学校教育課 

  適応指導教室「さわやか教室」を開設し、不登校児童生徒への学習支援を行

うとともに、保護者への教育支援・相談活動を行っています。 

  また、あきたリフレッシュ学園において、不登校児童生徒を対象とした体験

型の学習の場を提供し、学校復帰を支援しています。 

 

 ◆就学援助事業（小・中学校） ： 教育委員会・学校教育課 

  経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費、医療費、学

校給食費等の必要な援助を行っています。 
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 ◆特別支援教育就学奨励費支給（小・中学校） ： 教育委員会・学校教育課 

  特別支援教育の充実を図るとともに、特別支援学級に入級している児童生

徒の保護者の経済的負担を軽減するために、学用品・給食費等の必要な援助を

行っています。 

 

 ◆北秋田市奨学金 ： 教育委員会・総務課 

  北秋田市民の子弟であり、高等学校（県立技術専門校中卒コース含）、高等

専門学校、短期大学（職能短大及び県立技術専門校高卒コース含）、または大

学（職能大学校含）に在籍する方を対象に、奨学金を無利子で貸与しています。 

  償還は貸付期間の２倍の期間内で月賦払いとなります。（繰り上げ返還可）

また、他の奨学金との併用も可能としています。 

 

 ◆ひとり親家庭入学祝金 ： 福祉課こども福祉係 

  小・中・高等学校等へ入学する児童・生徒のいるひとり親家庭に、入学時の

学用品等の準備費用を支援するため、一人につき２～５万円の祝い金を支給

しています。 

 

 ③子どもの心身の健全育成の推進  

 ◆小・中学校における健康管理 ： 教育委員会・学校教育課 

  児童生徒の健康管理を適切に行うため、各学校に学校医、学校薬剤師を配置

するとともに、児童生徒と教職員の健康診断、就学時健康診断を実施していま

す。また、全国市長会学校災害賠償保険や日本スポーツ振興センター災害共済

に加入し、万が一の事故等に備えています。 

 

 ◆スクールカウンセラー ： 教育委員会・学校教育課 

  小・中学生が抱える不安、ストレスなどを和らげ、いじめや不登校を未然に

防止するために、県教育委員会から配置されたスクールカウンセラーを活用

しています。 

 

 ◆不登校支援ネットワーク連絡会議 ： 教育委員会・学校教育課 

  児童生徒の家庭や学校での状況を把握し、関係機関等との連携や情報交換

を行い、不登校の児童生徒に寄り添いながら、必要な対策や支援を行います。 
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 ◆要保護児童対策地域協議会 ： 福祉課こども福祉係 

  児童福祉法に定められている「子どもを守る地域ネットワーク」であり、児

童虐待などで保護を要する児童、養育支援が必要な児童や保護者に対し、関係

する複数の機関が情報を共有し、役割分担による連携した援助を行います。 

 

 ④子どもの居場所づくり  

 ◆放課後児童クラブ ： 教育委員会・生涯学習課 

  小学生児童の健全育成と安全の確保を図るため、保護者が共働き等により

昼間家庭にいない児童が放課後等に安心・安全に過ごせるように、放課後児童

支援員を配置した市内小学校ごとの施設で、健全な遊びと生活の場を提供し

ています。（一部を北秋田市社会福祉協議会に管理運営委託） 

 

 ◆児童館 ： 福祉課こども福祉係 

  おおむね３歳以上の幼児から小学校児童を対象に、児童厚生員を配置した

鷹巣地区３か所の児童館で、健康増進と情操を豊かにすることを目的に健全

な遊びと場を提供しています。（北秋田市社会福祉協議会に管理運営委託） 

 

 ◆子育て短期支援事業 ： 福祉課こども福祉係 

  保護者の疾病や仕事、または母子が緊急一時的に保護を要する場合等に、児

童育児等施設において一定期間、養育・保護することにより、児童及び家庭の

福祉の向上を図ります。 

ショートステイ（短期入所生活援助）とトワイライトステイ（夜間養護）及

び利用に伴う通学時等の付き添いを実施しています。 

                 （児童養護施設陽清学園と業務委託契約） 

 

 ⑤特別支援教育の推進  

 ◆小・中学校通級指導教室 ： 教育委員会・学校教育課 

  学校生活や学習を行う上で特別な支援を必要とする児童生徒に対して、障

がいの状態に応じた指導を行うため、鷹巣小学校、鷹巣中学校に通級指導教室

を設置しています。併せて、市内の他の小・中学校に対象の児童生徒がいる場

合には、職員が巡回して指導を行っています。 
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◆学校生活サポート事業 ： 教育委員会・学校教育課 

  学校生活や学習を行う上で個別の支援を必要とする児童生徒に対して、学

校生活サポート員を配置し、学校生活における日常生活上の支援や学習支援、

危険行動を防止するなどの安全配慮、障がいに対する周囲の理解促進などを

行っています。 

 

◆特別支援教育就学奨励費支給（小・中学校） ： 教育委員会・学校教育課 

 －再掲－ 

  特別支援教育の充実を図るとともに、特別支援学級に入級している児童生

徒の保護者の経済的負担を軽減するために、学用品・給食費等の必要な援助を

行っています。 

 

 ◆就学支援事業 ： 教育委員会・学校教育課 

  発達上配慮を必要とする幼児を早期発見するため、乳幼児健康診断におけ

る５歳児健康診断を活用しながら声がけや相談を行うとともに、必要に応じ

て発達検査等を行いながら小学校入学後の適切な指導方法を検討しています。 

  また、就学支援シートを作成し、スムーズに学校生活に適応できるよう支援

しています。 
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〈基本施策２：生活の支援〉 

 経済的に厳しい状況にある子どもやその家庭が、日常生活において心理的、社

会的に孤立した場合、立ち直ることが難しいことが多く、より一層深刻な状況に

陥ることが懸念されます。 

 子育て家庭が安心して暮らせるよう相談体制の充実を図るとともに、子どもの

健やかな成長へとつなげるための保護者の妊娠期から子育て期にかけての切れ目

のない支援に取り組んでいきます。 

 

 ①生活・子育て・教育相談の充実  

 ◆子育て世代包括支援センター ： 医療健康課（保健センター） 

  妊娠生活を健やかに過ごし、安心して出産を迎え、楽しく子育てができるた

めの各種支援を行います。 

妊娠・出産・育児に対する母子の心身の健康保持のため、母子健康教育や保

健指導、訪問指導のほか、保健師・助産師・栄養士など専門職員が様々な悩み

や質問に答える相談窓口を設置し、電話・窓口・訪問で対応しています。 

また、妊娠届出時における母子健康手帳の交付、妊婦を対象とした生活の過

ごし方や出産・育児への準備などを指導する妊婦保健指導、妊婦の交流も含め

た母子健康教育、妊婦健康診査、産後１ヵ月健診、母乳育児相談、母子訪問指

導等を実施するとともに、これらに係る費用を助成することで経済的負担の軽

減を図るなど、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行うことによ

り、より安心できる環境づくりを推進します。 

 

 ◆地域子育て支援センター ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

  乳幼児や未就園児の親子が、家庭とは違った環境でゆっくりと遊んだり、情

報の交換、子育ての悩み相談や質問を気軽にできるつどいの広場など、自由に

集い過ごせる場を提供するとともに、定期的なイベントや子育て講座などを

実施する地域子育て支援拠点事業を行っています。 

（子育てサポートハウス、幼保連携型認定こども園、ほか私立２保育園） 

 

 ◆子育てサポートハウス ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

  地域子育て支援センター事業のほかに、病児保育事業（病後児）と一時預か

り事業を年中無休体制で実施しています。 

（子育てサポートハウスわんぱぁく：北秋田市社会福祉協議会に管理運営委託） 
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 ◆スクールカウンセラー ： 教育委員会・学校教育課 －再掲－ 

  小・中学生が抱える不安、ストレスなどを和らげ、いじめや不登校を未然に

防止するために、県教育委員会から配置されたスクールカウンセラーを活用

しています。 

 

 ◆不登校支援ネットワーク連絡会議 ： 教育委員会・学校教育課 －再掲－ 

  児童生徒の家庭や学校での状況を把握し、関係機関等との連携や情報交換

を行い、不登校の児童生徒に寄り添いながら、必要な対策や支援を行います。 

   

 ◆不登校児童生徒対策事業 ： 教育委員会・学校教育課 －再掲－ 

  適応指導教室「さわやか教室」を開設し、不登校児童生徒への学習支援を行

うとともに、保護者への教育支援・相談活動を行っています。 

  また、あきたリフレッシュ学園において、不登校児童生徒を対象とした体験

型の学習の場を提供し、学校復帰を支援しています。 

 

◆子育て短期支援事業 ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

  保護者の疾病や仕事、または母子が緊急一時的に保護を要する場合等に、児

童育児等施設において一定期間、養育・保護することにより、児童及び家庭の

福祉の向上を図ります。 

ショートステイ（短期入所生活援助）とトワイライトステイ（夜間養護）及

び利用に伴う通学時等の付き添いを実施しています。 

                 （児童養護施設陽清学園と業務委託契約） 

 

 ◆家庭児童相談室 ： 福祉課こども福祉係 

  家庭における適正な児童教育をはじめ家庭児童福祉の向上を図るため、こ

ども福祉係内に家庭相談員を配置し、各関係機関と連携しながら児童養育相

談や児童に係る家族の相談、その他家庭児童福祉に関する様々な相談に対応

しています。 

 

 ◆母子・父子自立支援員 ： 福祉課こども福祉係 

  母子・父子の自立のため、こども福祉係内に自立支援員を配置し、情報提供

や各種相談、指導のほか職業能力向上及び求職活動に関する支援や母子父子

寡婦福祉資金貸付業務を行い、ひとり親家庭の経済的自立を支援しています。 
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 ◆生活困窮者自立支援事業 ： 福祉課地域障がい福祉係 

  生活保護に至る前の段階での自立支援強化のため、生活困窮者に対して自

立相談支援事業（北秋田市社会福祉協議会に委託）を実施しているほか、住宅

確保給付金の支給を行っています。 

 

 ◆生活保護 ： 福祉課保護係 

  生活に困窮する人に最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長

するため生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生

業扶助、葬祭扶助の８種類の保護を行っています。 

 

 ②健康の保持、増進  

 ◆乳幼児健康診査 ： 医療健康課（保健センター） 

  乳幼児の健全な発育の確認や心身障害・疾病・異常の早期発見と早期対応に

より健康の保持増進を図り、母親と家族の育児不安の解消につなげるため、４

ヵ月児・10 ヵ月児・１歳６ヵ月児・３歳児・２歳児歯科の各健診のほか、育

児相談・健康相談を行っています。 

 

 ◆乳児全戸訪問事業 ： 医療健康課（保健センター） 

  全ての新生児並びに乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報の

提供とともに乳児と保護者の心身の状況や養育環境の把握に努めながら、養

育についての様々な相談に対応し、助言や必要な援助を行っています。 

 

 ◆子育て世代包括支援センター ： 医療健康課（保健センター） －再掲－ 

  妊娠生活を健やかに過ごし、安心して出産を迎え、楽しく子育てができるた

めの各種支援を行います。 

妊娠・出産・育児に対する母子の心身の健康保持のため、母子健康教育や保

健指導、訪問指導のほか、保健師・助産師・栄養士など専門職員が様々な悩み

や質問に答える相談窓口を設置し、電話・窓口・訪問で対応しています。 

また、妊娠届出時における母子健康手帳の交付、妊婦を対象とした生活の過

ごし方や出産・育児への準備などを指導する妊婦保健指導、妊婦の交流も含め

た母子健康教育、妊婦健康診査、産後１ヵ月健診、母乳育児相談、母子訪問指

導等を実施するとともに、これらに係る費用を助成することで経済的負担の軽
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減を図るなど、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行うことによ

り、より安心できる環境づくりを推進します。 

 

 ◆福祉医療（マル福） ： 市民課 

  乳幼児から高校生、重度心身障がい（児）者、高齢身体障がい者、母子・父

子家庭の児童を対象に、受給者の心身の健康と生活の安定を図るため医療費

を助成しています。 

 

 ③子どもの生活支援  

 ◆放課後児童クラブ ： 教育委員会・生涯学習課 －再掲－ 

  小学生児童の健全育成と安全の確保を図るため、保護者が共働き等により

昼間家庭にいない児童が放課後等に安心・安全に過ごせるように、放課後児童

支援員を配置した市内小学校ごとの施設で、健全な遊びと生活の場を提供し

ています。（一部を北秋田市社会福祉協議会に管理運営委託） 

 

 ◆児童館 ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

  おおむね３歳以上の幼児から小学校児童を対象に、児童厚生員を配置した

鷹巣地区３か所の児童館で、健康増進と情操を豊かにすることを目的に、健全

な遊びと場を提供しています。（北秋田市社会福祉協議会に管理運営委託） 

 

 ④住宅の支援  

 ◆ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金 ： 福祉課こども福祉係 

  児童を扶養するひとり親家庭等の福祉の維持・増進を図るため、母子・父子

家庭並びに寡婦で、住宅の整備を必要としているものの自力では整備が困難

な場合、住宅整備に係る資金の貸し付けを行っています。 

 

 ◆市営住宅入居等の優遇 ： 都市計画課 

  高齢者世帯、心身障がい者世帯（難病患者等世帯含む）、母子・父子世帯、

犯罪被害者等世帯、DV 被害者世帯、支援対象避難者を対象に、市営住宅の入

居者抽選時に優遇措置を行っています。 
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 ⑤保護者の生活支援  

 ◆福祉医療（マル福） ： 市民課 －再掲－ 

  乳幼児から高校生、重度心身障がい（児）者、高齢身体障がい者、母子・父

子家庭の児童を対象に、受給者の心身の健康と生活の安定を図るため医療費

を助成しています。 

 

 ◆母子・父子自立支援員 ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

  母子・父子の自立のため、こども福祉係内に自立支援員を配置し情報提供、

各種相談、指導のほか職業能力向上及び求職活動に関する支援や母子父子寡

婦福祉資金貸付業務を行い、ひとり親家庭の経済的自立を支援しています。 

 

 ◆生活困窮者自立支援事業 ： 福祉課地域障がい福祉係 －再掲－ 

  生活保護に至る前の段階での自立支援強化のため、生活困窮者に対して自

立相談支援事業（北秋田市社会福祉協議会に委託）を実施しているほか、住宅

確保給付金の支給を行っています。 

 

 ◆生活保護 ： 福祉課保護係 －再掲－ 

  生活に困窮する人に最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長

するため生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生

業扶助、葬祭扶助の８種類の保護を行っています。 
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〈基本施策３：就労の支援と経済的支援〉 

 子どもとその家庭が安定した生活を送るためには、保護者が一定の収入を得る

ことが必要であり、社会情勢の変化や保護者が置かれている環境、抱えている課

題などにより十分な収入が得られない場合は、生活基盤の安定に資する経済的支

援が重要です。そのため、家庭の状況に応じた就労支援や各種手当、助成や貸付

金等に関する諸制度についての周知や相談・支援を推進しながら、経済的な助け

を必要とする保護者に適切な支援・援助を届けていきます。 

 

 ①就労に関する相談・情報提供  

◆母子・父子自立支援員 ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

 母子・父子の自立のため、こども福祉係内に自立支援員を配置し情報提供、

各種相談、指導のほか職業能力向上及び求職活動に関する支援や母子父子寡婦

福祉資金貸付業務を行い、ひとり親家庭の経済的自立を支援しています。 

 

 ②職業能力の向上を目指した支援  

 ◆母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 ： 福祉課こども福祉係 

  母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進、職業能力の開発・向上に資す

るため、主体的な能力開発の取組を支援し、母子・父子家庭の自立促進を図っ

ており、指定する講座や研修を受講した場合、修了後にその費用の一部を支給

しています。 

 

 ◆高等職業訓練促進給付金事業 ： 福祉課こども福祉係 

  母子家庭の母及び父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定

に資する資格の取得を促進し、母子・父子家庭の自立促進を図っています。養

成機関においてカリキュラムを修業する期間中の生活費及び修了給付金を支

給します。 

 

 ◆母子・父子自立支援員 ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

  母子・父子の自立のため、こども福祉係内に自立支援員を配置し情報提供、

各種相談、指導のほか職業能力向上及び求職活動に関する支援や母子父子寡

婦福祉資金貸付業務を行い、ひとり親家庭の経済的自立を支援しています。 

   



17 

 

 ③子どもの養育に関する経済的支援  

 ◆福祉医療（マル福） ： 市民課 －再掲－ 

  乳幼児から高校生、重度心身障がい（児）者、高齢身体障がい者、母子・父

子家庭の児童を対象に、受給者の心身の健康と生活の安定を図るため医療費

を助成しています。 

 

 ◆児童手当 ： 福祉課こども福祉係 

  中学校修了前の児童を養育している人（保護者のどちらか）に、児童手当を

支給しています。 

 

 ◆児童扶養手当 ： 福祉課こども福祉係 

  児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と、児童の健全育成及び資

質向上を目的として、ひとり親家庭の児童（18 歳の年度末、または身体や精

神に障がいのある 20 歳未満の児童）を養育している人に、児童扶養手当を支

給しています。 

 

 ◆特別児童扶養手当 ： 福祉課こども福祉係 

  身体または精神に障がいのある 20 歳未満の児童を養育する人に、児童の福

祉の増進のために特別児童扶養手当を支給しています。 

 

 ◆第一子誕生ハッピーアニバーサリー事業 ： 福祉課こども福祉係 

  世帯の第一子を妊娠した母親にお祝いとマタニティブルーの解消並びに育

児に係る経済的な支援として、カタログの中から６万円相当の育児グッズを

自由選択式で贈呈しています。 

 

 ◆子育てファミリークーポン券事業 ： 福祉課こども福祉係 

  第２子以降の子どもが生まれた世帯に、育児用品の購入や一時預かり保育

の利用料など市内の加盟店や施設で使用できる１万５千円分の子育てクーポ

ン券を就学前まで毎年贈呈しています。 
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 ④教育・保育に関する経済的支援  

 ◆すこやか子育て支援事業 ： 福祉課こども福祉係 

  入園児童の保護者の経済的負担を軽減するため保育所、幼保連携型認定こ

ども園に入所している児童の保育料を補助しています。 

 

 ◆就学援助事業（小・中学校） ： 教育委員会・学校教育課 －再掲－ 

  経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費、医療費、学

校給食費等の必要な援助を行っています。 

  

 ◆ひとり親家庭入学祝金 ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

  小・中・高等学校等へ入学する児童・生徒のいるひとり親家庭に、入学時の

学用品等の準備費用を支援するため、一人につき２～５万円の祝い金を支給

しています。 

 

 ⑤生活に関する経済的支援  

 ◆ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金 ： 福祉課こども福祉係 －再掲－ 

  児童を扶養するひとり親家庭等の福祉の維持・増進を図るため、母子・父子

家庭並びに寡婦で、住宅の整備を必要としているものの自力では整備が困難

な場合、住宅整備に係る資金の貸し付けを行っています。 

 

 ◆生活困窮者自立支援事業 ： 福祉課地域障がい福祉係 －再掲－ 

  生活保護に至る前の段階での自立支援強化のため、生活困窮者に対して自

立相談支援事業（北秋田市社会福祉協議会に委託）を実施しているほか、住宅

確保給付金の支給を行っています。 

 

 ◆生活保護 ： 福祉課保護係 －再掲－ 

  生活に困窮する人に最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長

するため生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生

業扶助、葬祭扶助の８種類の保護を行っています。 
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 ⑦その他必要とする経済的支援  

 ◆助産施設運営費（補助） ： 福祉課こども福祉係 

  妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由により、入院助産

を受けることができない場合、助産施設における助産を支援しています。 

  分娩介助料、入院基本料、食事療養費等、新生児保育料、産科医療保障制度

保険料を補助しています。 

 

 ◆災害遺児見舞金 ： 福祉課こども福祉係 

  災害遺児家庭の福祉の増進を図るため、災害（交通事故、労働、自然）によ

り、遺児となった児童に、見舞金を支給しています。（秋田県社会福祉協議会） 
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４.計画の推進 

 
【地域ネットワークの構築と強化】 

 貧困の状態にある子どもを早期に把握し、適切な支援に「つなぐ」ため、多様

な機能と役割を担う専門家や関係機関が連携・協力しながら、切れ目のない細や

かかつ効果的な支援に向けた地域体制を構築、強化していきます。 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３つの「つなぎ」 

 ・子どもの発達・成長段階に応じた切れ目のない「つなぎ」 

 ・教育と福祉等の「つなぎ」 

 ・関係行政機関、地域の企業や NPO、自治会その他の関係者間の「つなぎ」 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
「 子育て家庭 」 

k 

社会福祉協議会 

秋田県 

北秋田市 

教育委員会 

自治会・町内会 

地域の企業 

その他関係行政機関 

その他関係団体 

民生委員 

児童委員 
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【計画の進捗と管理】 

  本計画期間内の進捗管理については、施策・事業等の実施状況や課題、成果な

どを確認し、内容や必要性などの分析・検討・見直しを行っていきます。 

  また、計画推進のための状況把握や意見・情報については、必要に応じて収集、

追加していきます。 
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 ５.資 料  

【国民生活基礎調査】出典：平成 30 年国民生活基礎調査（厚生労働省） 
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